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市立小学校のプールにおける水の流出事故について 

 

市立稲田小学校（多摩区宿河原３－１８－１）において、プールの注水に際し、止水作業に失

敗し、５日間注水し続けたことで、プール約６杯分に当たる約２，２００㎥の水を流出させた事

故が発生しました。また、損害額約１９０万円の５割相当額である約９５万円を関係職員に賠償

請求しましたので、併せてお知らせします。 

 

１ 事故の概要 

（１）令和５年５月１７日（水）１１時頃、プール開きに向けて、小学校の教諭がプールへの注

水を開始したものの、止水作業に失敗し、同月２２日（月）１５時頃まで注水し続け、多額

の水道料金・下水道料金の支払いが発生しました。 

（２）推定流出量は、２，１７５．５㎥です。 ※事故が発生した小学校のプール約６杯分 

（３）推定流出量に基づく損害額は、１，９００，６２４円です。 

    

２ 事故の原因 

プール開きに向けて、教諭がプールに注水し、後に注水スイッチを切って、止水したつもり

だったが、ブレーカーを落とした状態であり、注水スイッチの電源が喪失していたために、栓

が閉じず、注水が継続した。なお、止水作業時、プールの吐水口を確認して、止水しているこ

とを確認しなかった。 

 

３ 経過 

 ５月１７日（水）１１時頃 教諭が注水スイッチを操作し、栓を開いて注水を開始したもの

の、注水と同時にろ過装置も作動させたため職員室の警報音が鳴っ

た。教諭は、警報音を止めるためにブレーカーを落とした。（実

は、注水スイッチの電源も喪失していた。） 

         １７時頃 教諭が、止水のため注水スイッチを切ったが、実はブレーカーが

落ちた時に電源が喪失していたため、注水スイッチが機能せず、栓

が閉じず、注水が継続していた。 

 ５月２２日（月）１５時頃 プールでの作業を予定していた用務員の指摘により、教諭が、プ

ールの吐水口を確認し、注水が継続していることに気づいた。 

 

４ 再発防止 

（１）全学校に対し、年度当初のプール使用開始前に実施する業者の点検作業に教職員が立ち会

い、機器の取扱説明を受け、給水も含めた装置操作方法を確認するよう徹底します。 

（２）全学校の教職員を対象とした研修会等を通じて、水栓の開閉栓に関する確認を徹底します。 

 

 



５ 関係職員への賠償請求について 

本件事故は、事故が発生した小学校の校長及び教諭の過失によるものであると判断し、民法

第７０９条の規定に基づき、両名に対し、損害額の５割の９５０，３１２円を請求しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇問合せ先 

（上下水道料金の支払いに関すること） 

川崎市教育委員会事務局総務部学事課 並木 

電話 ０４４－２００－１８０１ 

（学校の設備・再発防止に関すること） 

川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室 井川 

電話 ０４４－２００－１８０２ 

（水泳指導・再発防止に関すること） 

川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 小竹 

電話 ０４４－２００－３８２８ 

（事故調査に関すること） 

川崎市教育委員会事務局総務部庶務課 伊藤 

       電話 ０４４－２００－３２５８ 


